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１ 基本方針 

供給水の安全性確保を最優先と考え、法令を遵守し計画的に水質検査を実施します。 

⑴ 検査地点 

着水井（原水）、浄水池、調整池で検査します。 

⑵ 検査項目 

法令で検査が義務付けられている「毎日検査項目」及び「水質基準項目」、水質 

管理上留意すべきものとされる「水質管理目標設定項目」、その他維持管理上必要 

な項目について検査します。尚、放射性物質（ヨウ素・セシウム）は、原水・浄水 

について３ヶ月に１回検査を行います。 

⑶  検査頻度 

法令に定められた検査頻度を順守するとともに、水源の状況、これまでの検出状 

  況などを考慮して定めます。 

 

２ 水道事業の概要 

三条地域水道用水供給事業は、３市町（三条市、加茂市、田上町）に平成８年４月 

から供用開始しています。 

    

給水区域 三条市 加茂市 田上町 

水 源 
大谷ダム貯留水 水道用利水容量：2,700,000ｍ3 

所在地：三条市大谷 

取水方法 ダム直接取水 多孔式選択方式 取水口 4 門 

浄 水 場 

浄水処理の方法：急速ろ過方式、中間塩素処理 

一日最大給水量：30,420ｍ3（計画 60,840ｍ3） 

所在地：三条市長野 1365 

調 整 池 

施 設 名 容量（ｍ3） 所 在 地 

三条柳沢調整池 7,550  三条市柳沢 1334-10 

三条吉田調整池 6,848  三条市吉田 1545-6 

三条吉野屋調整池 360  三条市吉野屋 148-4 

三条大面調整池 562  三条市大面 999-3 

三条楢山調整池 830  三条市楢山 567-5 

三条飯田調整池 955  三条市飯田 2570-1 

加茂矢立調整池 2,290  加茂市矢立 28-6 

加茂都ヶ丘調整池 1,280  加茂市都ヶ丘 3242-24 

田上吉田新田調整池 562  田上町吉田新田 117-15 

田上観音山調整池 690  田上町観音山 183-1 

 
 
 
 
 



３ 水源の状況並びに原水及び浄水の水質状況 

⑴ 水源の概況 

水源の大谷ダムは、水道水の安定供給のための水源確保と、下流市町村の治水 

対策の役割を持つ多目的ダムとして、平成５年に完成いたしました。これにより、 

水道用利水容量 2,700 千ｍ3を貯留できることになりました。 

集水域は、奥早出・粟・守門県立自然公園、越後三山・只見国定公園に指定さ 

れており、豊かな自然に恵まれた山岳地帯です。また、住宅・工場・農地などが 

なく、社会活動に起因する汚濁原因物質の流入はほとんどないものと考えられ、 

水質保全の面で恵まれた条件にあるといえます。 

⑵ 水質管理上留意しなければならない事項 

ア 富栄養化の進行状況 

現在までのところ、富栄養化による水質の障害は発生していません。しかし、 

閉鎖性水域のダム貯留水を水源としていることから、富栄養化の進行状況につい 

て留意していく必要があります。富栄養化が進行すると、プランクトン藻類の異 

常発生による異臭味（かび臭・土臭・魚臭など）や消毒副生成物などが問題とな 

ってきます。 

イ 降雨などによる濁りの長期化 

大雨などにより貯水池の水がひとたび濁ると、澄むまでに時間がかかり、原水 

の濁りが長期化します。 

ウ 水質管理上留意すべき検査項目 

上記ア、イの要因をふまえ、適切な浄水処理を徹底して行い、また貯水池から 

の取水にあたっては、貯留水の水質変化の状況に応じて取水口を選択し、より良 

質な原水を確保することが重要となります。 

 

水質管理上留意すべき検査項目は、次のとおりです。 

区  分 検 査 項 目 

水質基準項目 

消毒副生成物 
クロロホルム、ブロモジクロロメタン、総ト

リハロメタン 

臭 気 物 質 ジェオスミン、2-メチルイソボルネオール 

基礎的性状 ｐＨ値、色度、濁度 

そ の 他 富栄養化要因 窒素、リン、生物 



（3） 原水の水質状況

　　　過去５年間の原水の水質は下記のとおりです。

1 一般細菌 100個/mℓ 個/ｍℓ 650 320 220 410 190 650

2 大腸菌 不検出 ― 検出する 検出する 検出する 検出する 検出する 検出する

3 カドミウム及びその化合物 0.003 mg/ℓ 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満

4 水銀及びその化合物 0.0005 mg/ℓ 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満

5 セレン及びその化合物 0.01 mg/ℓ 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

6 鉛及びその化合物 0.01 mg/ℓ 0.012 0.004 0.002 0.002 0.002 0.012

7 ヒ素及びその化合物 0.01 mg/ℓ 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

8 六価クロム化合物 0.02 mg/ℓ 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.005未満

9 亜硝酸態窒素 0.04 mg/ℓ 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満

10 シアン化物イオン及び塩化シアン 0.01 mg/ℓ 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 10 mg/ℓ 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2

12 フッ素及びその化合物 0.8 mg/ℓ 0.08未満 0.08未満 0.08未満 0.08未満 0.08未満 0.08未満

13 ホウ素及びその化合物 1 mg/ℓ 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満

14 四塩化炭素 0.002 mg/ℓ 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満

15 1,4-ジオキサン 0.05 mg/ℓ 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満

16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-１,２-ジクロロエチレン 0.04 mg/ℓ 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満

17 ジクロロメタン 0.02 mg/ℓ 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満

18 テトラクロロエチレン 0.01 mg/ℓ 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

19 トリクロロエチレン 0.01 mg/ℓ 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

20 ベンゼン 0.01 mg/ℓ 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

21 塩素酸 0.6 mg/ℓ - - - - - -

22 クロロ酢酸 0.02 mg/ℓ - - - - - -

23 クロロホルム 0.06 mg/ℓ - - - - - -

24 ジクロロ酢酸 0.03 mg/ℓ - - - - - -

25 ジブロモクロロメタン 0.1 mg/ℓ - - - - - -

26 臭素酸 0.01 mg/ℓ - - - - - -

27 総トリハロメタン 0.1 mg/ℓ - - - - - -

28 トリクロロ酢酸 0.03 mg/ℓ - - - - - -

29 ブロモジクロロメタン 0.03 mg/ℓ - - - - - -

30 ブロモホルム 0.09 mg/ℓ - - - - - -

31 ホルムアルデヒド 0.08 mg/ℓ - - - - - -

32 亜鉛及びその化合物 1 mg/ℓ 0.03 0.02 0.01 0.02 0.02 0.03

33 アルミニウム及びその化合物 0.2 mg/ℓ 0.98 0.18 0.08 0.1 0.09 0.98

34 鉄及びその化合物 0.3 mg/ℓ 1.20 0.24 0.2 0.18 0.48 1.20

35 銅及びその化合物 1 mg/ℓ 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01 0.01

36 ナトリウム及びその化合物 200 mg/ℓ 4.9 4.9 4.2 4.6 4.7 4.9

37 マンガン及びその化合物 0.05 mg/ℓ 0.061 0.048 0.059 0.05 0.160 0.160

38 塩化物イオン 200 mg/ℓ 8.5 7.1 6.6 7.7 6.0 8.5

39 カルシウム・マグネシウム等(硬度) 300 mg/ℓ 17 17 14 17 16 17

40 蒸発残留物 500 mg/ℓ 130 61 50 86 66 130

41 陰イオン界面活性剤 0.2 mg/ℓ 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満

42 ジェオスミン 0.00001 mg/ℓ 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満

43 2-メチルイソボルネオ-ル 0.00001 mg/ℓ 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満

44 非イオン界面活性剤 0.02 mg/ℓ 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満

45 フェノ－ル類 0.005 mg/ℓ 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満

46 有機物質（全有機炭素(TOC)の量） 3 mg/ℓ 2.5 2.3 2.3 3 2.6 3

47 ｐＨ値 5.8～8.6 ― 7 7.2 7.1 7.1 7.0 7.2

48 味 異常でない ― - - - - - ―

49 臭気 異常でない ― 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 微土臭 異常なし

50 色度 5 度 110 19 41 81 19 110

51 濁度 2 度 80 12 36 80 9.4 80

R５年度 R６年度 R７年度
過去5年間

の最大値

番
号

定期検査項目 基準値
単
位

R３年度 R４年度



（4） 浄水の水質状況

　　　過去５年間の浄水の水質は下記のとおりです。

○省略可 省略不可

１/５以下 １/１０以下 １/２以下 １/２以上

１回/年 １回/３年 １回/３年 基本頻度

1 一般細菌 100個/mℓ 個/ｍℓ 0 0 0 0 0 0 1回/月

2 大腸菌 不検出 ― 検出しない 検出しない 検出しない 検出しない 検出しない 検出しない 1回/月

3 カドミウム及びその化合物 0.003 mg/ℓ 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満 ○ 1回/３月

4 水銀及びその化合物 0.0005 mg/ℓ 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満 ○ 1回/３月

5 セレン及びその化合物 0.01 mg/ℓ 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 ○ 1回/３月

6 鉛及びその化合物 0.01 mg/ℓ 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 ○ 1回/３月

7 ヒ素及びその化合物 0.01 mg/ℓ 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 ○ 1回/３月

8 六価クロム化合物 0.02 mg/ℓ 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.005未満 ○ 1回/３月

9 亜硝酸態窒素 0.04 mg/ℓ 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 1回/３月

10 シアン化物イオン及び塩化シアン 0.01 mg/ℓ 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 1回/３月

11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 10 mg/ℓ 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 1回/３月

12 フッ素及びその化合物 0.8 mg/ℓ 0.08未満 0.08未満 0.08未満 0.08未満 0.08未満 0.08未満 ○ 1回/３月

13 ホウ素及びその化合物 1 mg/ℓ 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 ○ 1回/３月

14 四塩化炭素 0.002 mg/ℓ 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 ○ 1回/３月

15 1,4-ジオキサン 0.05 mg/ℓ 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 ○ 1回/３月

16 シス-1,2-ジクロロエチレン 及びトラン ス-１,２-ジクロロエチレン 0.04 mg/ℓ 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 ○ 1回/３月

17 ジクロロメタン 0.02 mg/ℓ 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 ○ 1回/３月

18 テトラクロロエチレン 0.01 mg/ℓ 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 ○ 1回/３月

19 トリクロロエチレン 0.01 mg/ℓ 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 ○ 1回/３月

20 ベンゼン 0.01 mg/ℓ 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 ○ 1回/３月

21 塩素酸 0.6 mg/ℓ 0.06 0.11 0.12 0.07 0.11 0.12 1回/３月

22 クロロ酢酸 0.02 mg/ℓ 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 1回/３月

23 クロロホルム 0.06 mg/ℓ 0.009 0.015 0.019 0.014 0.017 0.019 1回/３月

24 ジクロロ酢酸 0.03 mg/ℓ 0.005 0.01 0.008 0.008 0.005 0.010 1回/３月

25 ジブロモクロロメタン 0.1 mg/ℓ 0.002 0.002 0.002 0.001 0.002 0.002 1回/３月

26 臭素酸 0.01 mg/ℓ 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 1回/３月

27 総トリハロメタン 0.1 mg/ℓ 0.017 0.022 0.031 0.021 0.024 0.031 1回/３月

28 トリクロロ酢酸 0.03 mg/ℓ 0.005 0.011 0.008 0.009 0.004 0.011 1回/３月

29 ブロモジクロロメタン 0.03 mg/ℓ 0.006 0.006 0.01 0.006 0.006 0.010 1回/３月

30 ブロモホルム 0.09 mg/ℓ 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 1回/３月

31 ホルムアルデヒド 0.08 mg/ℓ 0.003 0.002 0.001未満 0.001 0.001未満 0.003 1回/３月

32 亜鉛及びその化合物 1 mg/ℓ 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 ○ 1回/３月

33 アルミニウム及びその化合物 0.2 mg/ℓ 0.01 0.02 0.02 0.01未満 0.01 0.02 ○ ○ 1回/３月

34 鉄及びその化合物 0.3 mg/ℓ 0.03未満 0.03未満 0.03未満 0.03未満 0.03未満 0.03未満 ○ ○ 1回/３月

35 銅及びその化合物 1 mg/ℓ 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 ○ 1回/３月

36 ナトリウム及びその化合物 200 mg/ℓ 14 9.6 8 7.8 9.0 14 ○ 1回/３月

37 マンガン及びその化合物 0.05 mg/ℓ 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 ○ 1回/３月

38 塩化物イオン 200 mg/ℓ 11 9.1 9.2 9.4 8.6 11 1回/月

39 カルシウム・マグネシウム等(硬度) 300 mg/ℓ 17 15 15 17 17 17 ○ 1回/３月

40 蒸発残留物 500 mg/ℓ 52 69 46 78 53 78 ○ 1回/３月

41 陰イオン界面活性剤 0.2 mg/ℓ 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 ○ 1回/３月

42 ジェオスミン 0.00001 mg/ℓ 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 発生時期1回/月

43 2-メチルイソボルネオ-ル 0.00001 mg/ℓ 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 発生時期1回/月

44 非イオン界面活性剤 0.02 mg/ℓ 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 ○ 1回/３月

45 フェノ－ル類 0.005 mg/ℓ 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 ○ 1回/３月

46 有機物質（全有機炭素(TOC)の量） 3 mg/ℓ 0.8 0.9 1.0 0.9 1.0 1.0 1回/月

47 ｐＨ値 5.8～8.6 ― 7.7 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 1回/月

48 味 異常でない ― 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 1回/月

49 臭気 異常でない ― 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 1回/月

50 色度 5 度 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 1回/月

51 濁度 2 度 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 1回/月

検査頻度
番
号

基準値
単
位

R３年度 R４年度 R５年度 R６年度 R７年度
過去5年間

の最大値

基準値との比較

 



４ 検査地点 

水質基準が適用される末端水として、田上観音山調整池と三条大面調整池の２箇所 

を設定しました。加えて、浄水処理が適正に行われていること、送水の状況などを確 

認するため、浄水場の着水井（原水）と浄水池、中間調整池（８箇所）においても検 

査します。なお、滞留などによって濃度上昇しないことが確認されている項目（21項 

目）については、浄水池（浄水場出口）において検査し、調整池での検査を省略します。 

  水質管理目標設定項目とクリプト関連項目の検査は、着水井（原水）と浄水池（浄水） 

において検査します。（図－１参照） 

 

５ 検査項目と検査頻度 

⑴ 毎日検査項目 

色、濁り、消毒の残留効果について、連続計器で測定します。 

⑵ 水質基準項目（52項目） 

省略不可項目（９項目）については、毎月１回検査します。 

３ヶ月に１回行う検査項目（41 項目）については、季節変動を考慮し、５月、 

８月、11月、２月に検査します。 

臭気原因物質（ジェオスミン、2-メチルイソボルネオール）につては、発生期 

の７月～10 月までの間に、毎月１回検査します。（表－１参照） 

⑶ 水質管理目標設定項目 

   全 26 項目のうち、滅菌に二酸化塩素を使用していない、水源の状況から検査 

の必要がない等の理由により、13項目の検査を省略し、13 項目について検査し 

ます。検査頻度は、水質基準項目の検査頻度に準じて３ヶ月に１回とし、５月、 

８月、11月、２月に検査します。（表－２参照） 

農薬類は、県内への出荷量が多い 20 項目（年間出荷量 10ｔ以上）について、 

６月と８月に検査します。（表－３・表－４参照） 

⑷ その他の検査 

   指標菌検査は隔月で検査し、クリプトスポリジウム原虫検査は、指標菌検査の結 

果から６月と 12月に検査します。（表－４参照） 

 



1 一般細菌 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

2 大腸菌 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

3 カドミウム及びその化合物 ○ ○

4 水銀及びその化合物 ○ ○

5 セレン及びその化合物 ○ ○

6 鉛及びその化合物 ○ ○ ○ ○

7 ヒ素及びその化合物 ○ ○

8 六価クロム化合物 ○ ○ ○ ○

9 亜硝酸態窒素 ○ ○ ○ ○

10 シアン化物イオン及び塩化シアン ○ ○ ○ ○

11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 ○ ○

12 フッ素及びその化合物 ○ ○

13 ホウ素及びその化合物 ○ ○

14 四塩化炭素 ○ ○

15 1,4-ジオキサン ○ ○

16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス‐１,2‐ジクロロエチレン ○ ○

17 ジクロロメタン ○ ○

18 テトラクロロエチレン ○ ○

19 トリクロロエチレン ○ ○

20
ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）

及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）
○♯ ○

21 ベンゼン ○ ○

22 塩素酸 ○ ○ ○

23 クロロ酢酸 ○ ○ ○

24 クロロホルム ○＊ ○ ○ ○＊ ○

25 ジクロロ酢酸 ○ ○ ○

26 ジブロモクロロメタン ○＊ ○ ○ ○＊ ○

27 臭素酸 ○ ○ ○

28 総トリハロメタン ○＊ ○ ○ ○＊ ○

29 トリクロロ酢酸 ○ ○ ○

30 ブロモジクロロメタン ○＊ ○ ○ ○＊ ○

31 ブロモホルム ○＊ ○ ○ ○＊ ○

32 ホルムアルデヒド ○ ○ ○

33 亜鉛及びその化合物 ○ ○ ○ ○

34 アルミニウム及びその化合物 ○ ○ ○ ○

35 鉄及びその化合物 ○ ○ ○ ○

36 銅及びその化合物 ○ ○ ○ ○

37 ナトリウム及びその化合物 ○ ○

38 マンガン及びその化合物 ○ ○ ○ ○

39 塩化物イオン ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

40 カルシウム・マグネシウム等(硬度) ○ ○

41 蒸発残留物 ○ ○

42 陰イオン界面活性剤 ○ ○

43 ジェオスミン ○＊ ○＊ 〇 ○＊

44 2-メチルイソボルネオ-ル ○＊ ○＊ 〇 ○＊

45 非イオン界面活性剤 ○ ○

46 フェノ－ル類 ○ ○

47 有機物質（全有機炭素(TOC)の量） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

48 ｐＨ値 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

49 味 ○ ○ ○ ○ ○ ○

50 臭気 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

51 色度 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

52 濁度 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

＊：7月～10月までの間だけ1回/月の頻度で検査をします。

♯：1回/年については5月に検査を実施します。

（表－1）　令和8年度 水質基準項目の検査　

番

号
検査項目

着水井（原水） 浄水池 中間調整池（8箇所） 末端調整池（2箇所）

1回/月 1回/年 1回/月 1回/3ヶ月 1回/3ヶ月 1回/年 1回/月 1回/3ヶ月1回/3ヶ月

 



1 アンチモン及びその化合物 ○

2 ウラン及びその化合物 ○

3 ニッケル及びその化合物 ○

4 1,2-ジクロロエタン

5 トルエン

6 フタル酸ジ（2-エチルへキシル） ○

7 亜塩素酸

8 二酸化塩素

9 ジクロロアセトニトリル ○

10 泡水クラロール ○

11 農薬類 ○  6月、8月に実施

12 残留塩素

13 カルシウム、マグネシウム等（硬度）

14 マンガン及びその化合物

15 遊離炭酸 ○

16 1,1,1-トリクロロエタン ○

17 メチル-ｔ-ブチルエーテル  水源の状況から検査の必要がない。

18 有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）  水質基準項目との有機物質（ＴＯＣ）に代替できるので検査しない。

19 臭気強度（TON) ○

20 蒸発残留物

21 濁度

22 ｐＨ値

23 腐食性（ランゲリア指数） ○

24 従属栄養細菌 ○

25 1,1ージクロロエチレン ○

26 アルミニウム及びその化合物  水質基準項目と重複する項目。

 水質基準項目と重複する項目。

浄水池

2回/年

（表－2）　令和8年度 水質管理目標設定項目の検査

番

号
検査項目

着水井（原水）
備考

2回/年 1回/3ヶ月 1回/3ヶ月

 滅菌に二酸化塩素を使用していないため、検査の必要がない。

 水源の状況から検査の必要がない。

 水質基準項目と重複する項目。

 
 



1,3-ジクロロプロペン（Ｄ-Ｄ） ○

アセフェート ○

イソプロチオラン（ＩＰＴ） ○

エスプロカルブ ○

グリホサート ○

クロロタロニル（ＴＰＮ） ○

ジウロン（ＤＣＭＵ） ○

ジクロベニル（ＤＢＮ） ○

ジクワット ○

ジスルホトン（エチルチオメトン） ○

ダイアジノン ○

ダイムロン ○

チオベンカルブ ○

トリクロルホン（ＤＥＰ） ○

フェニトロチオン（ＭＥＰ） ○

フサライド ○

プレチラクロール ○

プロベナゾール ○

ベンタゾン ○

メフェナセット ○

(表－3）　令和8年度 農薬類の検査項目

検査項目
着水井（原水） 浄水池

備考
2回/年 1回/3ヶ月 1回/3ヶ月



＊水質基準項目の検査

検査地点 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

着水井（原水） 一般8項目 基準38項目 一般8項目
一般8項目

臭気物質2項目

基準37項目

臭気物質2項目

一般8項目

臭気物質2項目

一般8項目

臭気物質2項目
基準37項目 一般8項目 一般8項目 基準37項目 一般8項目

浄水池 一般9項目 基準50項目 一般9項目

一般9項目

臭気物質2項目

ＴＨＭ5項目

基準50項目

臭気物質2項目

一般9項目

臭気物質2項目

ＴＨＭ5項目

一般9項目

臭気物質2項目

ＴＨＭ5項目

基準50項目 一般9項目 一般9項目 基準50項目 一般9項目

三条柳沢調整池 一般9項目
基準29項目

臭気物質2項目
一般9項目 一般9項目

三条吉田調整池 一般9項目
基準29項目

臭気物質2項目
一般9項目 一般9項目

三条吉野屋調整池 一般9項目
基準29項目

臭気物質2項目
一般9項目 一般9項目

三条大面調整池 一般9項目 基準29項目 一般9項目

一般9項目

臭気物質2項目

ＴＨＭ5項目

基準29項目

臭気物質2項目

一般9項目

臭気物質2項目

ＴＨＭ5項目

一般9項目

臭気物質2項目

ＴＨＭ5項目

基準29項目 一般9項目 一般9項目 基準29項目 一般9項目

三条楢山調整池 一般9項目
基準29項目

臭気物質2項目
一般9項目 一般9項目

三条飯田調整池 一般9項目
基準29項目

臭気物質2項目
一般9項目 一般9項目

加茂矢立調整池 一般9項目
基準29項目

臭気物質2項目
一般9項目 一般9項目

加茂都ヶ丘調整池 一般9項目
基準29項目

臭気物質2項目
一般9項目 一般9項目

田上吉田新田調整池 一般9項目
基準29項目

臭気物質2項目
一般9項目 一般9項目

田上観音山調整池 一般9項目 基準29項目 一般9項目

一般9項目

臭気物質2項目

ＴＨＭ5項目

基準29項目

臭気物質2項目

一般9項目

臭気物質2項目

ＴＨＭ5項目

一般9項目

臭気物質2項目

ＴＨＭ5項目

基準29項目 一般9項目 一般9項目 基準29項目 一般9項目

＊その他の検査
検査名 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

水質管理目標

設定項目
○ ○ ○ ○

農薬類 ○ ○

クリプト ○ ○

指標菌 ○ ○ ○ ○ ○ ○

(表-４)令和８年度 定期水質検査予定



６ 水質検査の方法 

  「水質基準項目」、「水質管理目標設定項目」の検査は、水道法第 20条で規定された登 

録検査機関に委託します。 

末端水で、連続自動水質測定器にて色、濁り及び消毒の残留効果の測定を行っていま 

す。 

 

７ 臨時の水質検査 

  臨時の水質検査は、次のような水質変化があり、水質基準に適合しないおそれのある 

場合に行います。 

⑴ 水源の水質が著しく悪化したとき。 

⑵ 水源に異常があったとき。 

⑶ 水源付近、給水区域及びその周辺で水系感染症が流行したとき。 

⑷ 浄水過程に異常があったとき。 

⑸ 送水管の大規模な工事その他水道施設が著しく汚染されたおそれがあるとき。 

⑹ その他特に必要があると認められるとき。 

 

８ 水質検査計画及び検査結果の公表 

  水質検査計画は、毎事業年度の開始前に作成し、当企業団ホームページ上に掲載いたし 

ます。水質検査計画に基づいて検査を行い、その検査結果はホームページ上で公表いたし 

ます。なお、水質検査計画及び検査結果について、皆様のご意見を参考にさせていただき 

ながら、今後の計画の見直しに反映させていきます。 

 

９ 水質検査における精度管理及び信頼性保証 

水質検査は水道法第 20条で規定された登録検査機関に委託し行いますが、委託される 

検査機関は、精度良く且つ正確な手順で検査を遂行するために、検査項目ごとにＳＯＰ 

（Standard Operating Procedure）標準作業手順書を備え、外部精度管理調査を毎年受 

け、信頼性の保証を確保しています。また、同時に内部精度管理も実施しており、検査 

員の技術水準のチェック・維持・向上が図られています。 

当企業団では、委託業者に精度管理の報告書の提出を求め、その内容を審査し精度と 

信頼性保障の確保に留意して行きます。 

 

10 関係者との連携 

水質汚染事故や水系感染症が発生した場合には、国・県などの関係機関や構成団体と 

の情報交換を行うと共に連携して対策を講じます。 

また、水源における水質事故などが発生した場合には、関係機関と連携して現地調査 

を行うなど適切な対応に努めます。 
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(後）次亜塩素

搬出運搬搬出運搬

排水池上澄水返送
沈澱池スラッジ

ろ過池洗浄水

排水池スラッジ
濃縮槽スラッジ

ＨＷ１６４．０

（後）苛性ソーダ

大谷ダム

洪水調整や水道源水を貯
めておくためのダムです。
（中央しゃ水壁式ロック

フィルタイプ）
水道用利水容量

2,700,000㎥

(1日最大取水量の40日分)

取水ゲート
水量及び水質面で安定し

た水を得るために、ダム貯
水池の右岸に取水ゲートを
４か所設け、より水質の良
い水位の水を取ります。

フロック形成池
水中のフロック

とフロックが、
くっつきあい、大
きくなります。

減勢着水井
（げんせいちゃくすいせい）

取水口から水が自然の流

れによって最初に浄水場に

到達する場所です。
取水ゲートと浄水場に高

低差があり、水の流れが速
いため、ここで速度を弱め
ます。

水に薬品(アルカリ剤：苛
性ソーダ)を入れます。

急速混和池
（きゅうそくこんわち）

水に薬品（凝集剤：
PAC）を入れてかき混ぜ､
水の中の汚れが､かたま
り(フロック)になりま
す。

薬品沈澱池
（やくひんちんでんち）

水の中で大きくなった
フロックが、ゆっくりと
この池を流れていく間に
池の底に沈んでいきます。

傾斜板沈殿池
（けいしゃばんちんでんち）

薬品沈澱池で、沈まなかっ
た軽いフロックを、傾斜板に
より取り除きます。

二次急速混和池
（にじきゅうそくこんわち）

水に薬品（消毒剤：次亜塩

素）を入れてかき混ぜます。

急速ろ過池

沈澱池を通ってきた

上層のきれいな水は、特

別に調整した砂で小さな

フロックをろ過してきれ

いな水に仕上げます。

ろ過でつまった池を洗

う装置もあります。
ろ過後に水に薬品（消

毒剤：次亜塩素とアルカ
リ剤：苛性ソーダ）を入
れています。

天日乾燥床（てんぴかんそうしょう）

濃縮槽にたまった 汚れ(スラッジ)を
乾燥させます。

濃縮槽（のうしゅくそう）

薬品・傾斜板沈澱池や排水

池の底にたまった汚れ（ス

ラッジ）を溜めます。

排水池（はいすいち）
ろ過池を洗った水を溜め、汚

れ(スラッジ)を沈めて、きれい
な水と分けます。きれいな水は
着水井へ返します。

浄水池
この池には、最終的に塩

素濃度等の調整をした飲み
水を貯めておきます。

一日最大供給量の6時間分

の貯水があります。

送水管路
延長61,781ｍ、口径1100ｍｍ～150ｍｍ、

最高静水圧約1.6MPa、自然流下方式の管路に
は中央制御弁施設（５か所）を設け流量制御
弁や緊急遮断弁を浄水場（中央監視室）で集
中管理しています。

導水管路
（どうすいかんろ）

大谷ダムから取水
した水を6,324ｍ下
流の浄水場着水井へ
自然流下方式で導水
します。

調整池（ちょうせいち）10箇所
市や町の給水区域の高台に設置され、浄水場

からの送水量と供給量の調整を図る機能を持ち、
不測の事態に備え一日最大供給量の10時間分の
貯水があります。浄水場（中央監視室）で集中
管理されています。

(追加）次亜塩素

中央制御弁施設

№２中央制御弁室

№３中央制御弁室
№４中央制御弁室

№５中央制御弁室

№６中央制御弁室

◎加茂市

加茂矢立
加茂都ヶ丘

◎田上町
田上吉田新田
田上観音山

◎三条市

三条楢山
三条飯田
三条柳沢

三条吉田
三条吉野屋

三条大面

送水管路

発電量：４５kwh

構成市町の配水施設

（配水管等）

水道使用のお客さま
（家庭、事業所等）

小水力発電設備

導水管路





 


